
熊谷市では市内の昭和５６年５月以前に着工された２階建て以下の
木造住宅の耐震診断と耐震改修について補助を実施しています。

【耐震診断補助の概要】

【耐震改修補助の概要】

金
額

対
象

建築士による詳細な耐震診断(建物
の強度)をするもの

耐震診断に要した費用の１/２で
７．５万円を限度とします。

金
額

対
象

建築士による耐震診断を受け、
強度不足と診断され改修するもの

耐震改修に要した費用の１/３で
６０万円を限度とします。

※耐震診断補助の例
(費用総額１５万円の場合)

実質負担額

補助額

75,000円

※耐震改修補助の例
(費用総額１８０万円の場合)

実質負担額

補助額
1,200,000円

注：補助金制度をご利用頂く際は、事前に申請が必要です。契約、
施工等を行う前に必ずご連絡ください。

【耐震診断・耐震改修等のお問い合わせ・ご相談】
熊谷市 都市整備部 建築審査課
〒360-0195 熊谷市中曽根654-1(大里庁舎)
℡0493-39-4809 fax 0493-39-5603
E-mail  kenchikushinsa@city.kumagaya.lg.jp

地震に強い家づくりの
お手伝いをします！！

昭和５６年５月以前に建てられた
木造住宅をお持ちの方にお知らせです。

75,000円

600,000円

令和７年度より
拡充


